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12
月
の
お
知
ら
せ

12
月
の
お
知
ら
せ

仙台市政だより　28.12. 1仙台市政だより　28.12. 1

エ
イ
ズ
・
梅
毒
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア

検
査

　
エ
イ
ズ
等
に
関
す
る
検
査
・
相
談

を
匿
名
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

申
検
査
日
の
１
カ
月
前
か
ら
の
平
日

午
後
１
時
～
４
時
に
予
約
専
用
電
話

☎
090
・
４
４
７
８
・
４
６
４
１
で
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
し
込
め

ま
す　
問
健
康
安
全
課
☎
214
・
８
０

２
９

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
葬
祭
費
支
給
申
請

を
お
忘
れ
な
く

　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢

者
医
療
の
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と

き
は
、
申
請
に
よ
り
葬
祭
を
行
っ
た

方
に
葬
祭
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

◦
支
給
額‖

５
万
円　
◦
申
請
に
必

要
な
も
の‖

亡
く
な
っ
た
方
の
被
保

険
者
証
、
葬
祭
を
行
っ
た
方
の
預
金

通
帳
、
印
鑑
、
葬
祭
を
行
っ
た
方
を

確
認
で
き
る
も
の
（
葬
祭
の
領
収
書

等
）　
◦
葬
祭
日
翌
日
か
ら
2
年
を

過
ぎ
る
と
申
請
で
き
ま
せ
ん　
申
・

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

勤労者融資制度をご利用ください

●原則として保証機関による保証が必要で、別
途保証料が掛かります。保証料の補給制度もあ
りますので、ご相談ください
申・問東北労働金庫 0120･1919･62　問市
民生活課☎214･6148

種類 対象 使途 限度額／
融資利率 融資期間

生活
資金

市内にお住
まいで中小
企業にお勤
めの方、ま
たは市内の
中小企業に
お勤めの方

冠婚葬祭、出産、療
養、介護用品購入、
住居移転・修繕、災
害復旧の費用等お
よびそれらの借り
換え費用

200万
円／年
2.50％

最長７年
（据え置
き期間１
年以内を
含む）

教育
資金

本人または家族の
教育（高等学校以
上。専門学校・各
種学校等を含む）
に必要な資金およ
びそれらの借り換
え費用

300万
円／年
1.50％

最長10
年（据え
置き期間
５年以内
を含む）

自動車
資金

通勤用自家用自動
車の購入費用およ
びそれらの借り換
え費用

200万
円／年
1.60％

最長
７年

育児・
介護休
業生活
資金

上記の方で
育児・介護休
業期間が１
カ月以上残
っている方

育児・介護休業期
間中に必要な生活
資金

100万
円／年
1.20％

最長７年
（据え置
き期間１
年以内を
含む）

相談内容 日時等 電話 会場・その他

司法書士によ
る無料法律相
談

12/10㈯
13:00～16:00
(１人60分)

消費生活セン
ター
☎268･7867

相続等の法律相談／
予約制／申12/6～9の
9:00～18:00に電話で

生活困りごと
と、こころの健
康相談会

12/13㈫
13:00～16:00

宮城県司法書
士会
☎263･6755

司法書士・精神保健福
祉士等が対応／宮城
県司法書士会館で／
予約制

仕事とこころ
の相談会（夜間）

12/16㈮
18:00～21:00

障害者支援課
☎214･8165

弁護士・臨床心理士・
司法書士が対応／ア
エル６階で／予約制

無料法律相談
とこころの健
康相談会

12/17㈯
13:00～17:00

仙台いのちの
電話事務局
☎718･4401

カウンセラー・弁護士
が対応／福祉プラザ
で／予約制／託児あ
り

遺伝カウンセ
リング 12/20㈫

区役所家庭健
康課
（☎は９ページ）

専門医が対応／予約
制

電話による消
費生活特別相
談

12/18㈰
10:00～16:00
(１人30分)

消費生活特別
相談ダイヤル
☎212･3110

弁護士・司法書士・消
費生活相談員が対応

父子家庭特別
相談（法律相談）

1/14㈯
10:00～15:00
(１人30分)

父子家庭相談
支援センター
☎302･3663

弁護士による相談／
予約制

相談窓口　   秘密厳守 相談内容 日時等 電話 会場・その他

シングルマザ
ーの就業・自
立相談

毎週㈫
11:00～19:00、
毎週㈬～㈯
9:00～17:00
（12/28～1/4
を除く）

母子家庭相談
支援センター
☎212･4322

予約制／託児あり

せんだい妊娠
ほっとライン

毎週㈪・㈬・㈮
（祝日および
12/29～1/3を

除く）
10:00～19:00

みやぎ子育て・
女性健康支援
センター
☎229･2388

思いがけない妊娠に
ついての悩み相談／
Ｅメールsiensenter@g
mail.comでも相談可

高齢者に関わ
る総合相談

◦一般相談／
10:30～16:30
◦専門相談／
指定日時(※)

シルバーセン
ター総合相談
センター
☎215･4135

(※)専門相談（税務・年
金・法律）は予約制。
曜日や時間など詳し
くはお問い合わせを

休日・夜間の
起業相談

12/8㈭
17:15～20:15、
12/11㈰
9:00～17:00

仙台市産業振
興事業団
☎724･1212

アエル７階で／予約
制／申12/6の9:00か
ら電話で

経営に関する
法律相談

12/21㈬
9:15～12:00

弁護士が対応／アエ
ル７階で／予約制

キャリア・コ
ンサルティン
グ

毎週㈭
10:00～17:00
（12/29を除く。
第３木曜のみ
14:00～20:00）

アエル７階で／予約
制／申区役所総合案
内などで配布する申
込書で。ホームページ
http://www.siip.city.
sendai.jp/からも申し
込み可

お知らせの見方は9ページ参照。未掲載のファクス番号については、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

税のお知らせ

問仙台北税務署☎222･8121、仙台中税務署☎783･7831、仙
台南税務署☎306･8001

対象 物件所在地域 担当課 電話番号

土地・家屋

青葉区
北固定資産税課

〔土地〕☎214･8596
〔家屋〕☎214･8604

泉区 〔土地〕☎214･8597
〔家屋〕☎214･8605

宮城野区・
若林区 南固定資産税課

〔土地〕☎214･8689
〔家屋〕☎214･8694

太白区 〔土地〕☎214･8690
〔家屋〕☎214･8695

償却資産 全区 資産課税課 ☎214･8619

★代替資産を取得等した翌年の１月31日までに申告が必要
※いずれも問物件の所在する地域の下記担当課まで

■固定資産税・都市計画税の納期は１月４日です
　固定資産税・都市計画税の第４期分は、１月４日㈬までに
お近くの金融機関などで納めてください。口座振替をご利用
の方は１月４日㈬に振り替えになります。
問収納管理課☎214･1010

区分 日時 会場

事業所得
12/13㈫ 10:00～12:00 太白区文化センター
12/14㈬ 13:30～15:30 イズミティ21
12/19㈪ 10:00～12:00 宮城野区文化センター

不動産
所得

12/13㈫ 13:30～15:30 太白区文化センター
12/14㈬ 10:00～12:00 イズミティ21
12/19㈪ 13:30～15:30 宮城野区文化センター

■家屋を取り壊したときはお知らせください
　家屋の取り壊しや用途変更をした方または取り壊しなどを
予定している方は、家屋が所在した（する）区の下記担当課
※までお知らせください。
　なお、滅失登記をした場合は必要ありません。
■東日本大震災による固定資産税・都市計画税の軽減措
置について
　東日本大震災で被災した固定資産の所有者等がそれに代わ
る新たな固定資産（代替資産）を取得した等の場合には、固
定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられることがありま
す。

対象資産 内容 適用期間
滅失または損壊し
た住宅に係る住宅
用地の代替土地
（被災代替土地）

平成33年３月31日までに取得した
被災代替土地について、更地の場合で
も一定の部分を住宅用地とみなし、課
税標準の特例を適用

取得した翌年
から３年間★

滅失または損壊し
た家屋の代替家屋
（被災代替家屋）

平成33年３月31日までに取得また
は改築した被災代替家屋について、
一定の床面積の税額を軽減

取得または改
築の翌年から
６年間★

滅失または損壊し
た償却資産の代替
償却資産（被災代
替償却資産）

平成31年３月31日までに取得また
は改良した被災代替償却資産につい
て、課税標準の特例を適用

取得または改
良の翌年から
４年間★

■平成28年分収支内訳書の作成等説明会（直接会場へ）

●公共交通機関をご利用ください

し
ご
と

仙
台
市
起
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の

催
し

①
ア
シ
☆
ス
タ
起
業
家
交
流
会

◦
日
時‖

12
月
15
日
㈭
午
後
６
時
半

～
９
時
半　
◦
内
容‖

「
販
売
戦
術

の
そ
の
前
に
！
身
に
つ
け
た
い
ヒ
ア

リ
ン
グ
術
！
」
と
題
す
る
ミ
ニ
セ
ミ

ナ
ー
と
、
参
加
者
同
士
の
交
流
会　

◦
対
象

‖

起
業
予
定
の
方
、
起
業
後

間
も
な
い
方
50
人
〔
先
着
〕　
◦
費

保
健
･
福
祉

国
民
健
康
保
険
の
加
入
手
続
き

は
お
済
み
で
す
か

　
退
職
・
失
業
な
ど
で
職
場
の
健
康

保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、

国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
が
必
要
で

す
（
任
意
継
続
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
と
き
や
、
ご
家
族
の
方
の
職
場

の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
っ
た

場
合
を
除
く
）。
加
入
手
続
き
が
遅

れ
た
場
合
で
も
、
職
場
の
健
康
保
険

の
資
格
を
喪
失
し
た
日
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
加
入
と
な
り
、
そ
の
月
分
か
ら

国
民
健
康
保
険
料
が
掛
か
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
加
入
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
早
め
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
事
業
入
会
説
明
会

　
お
子
さ
ん
を
預
け
た
い
方
（
利
用

時
間
に
応
じ
た
費
用
が
掛
か
り
ま

す
）
と
、
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
方

が
対
象
の
説
明
会
で
す
。

◦
日
時‖

12
月
17
日
㈯
午
前
10
時
～

11
時
15
分　
◦
会
場‖

市
役
所
本
庁

舎
８
階
ホ
ー
ル　
◦
託
児
あ
り
（
１

歳
～
３
歳
６
カ
月
。
要
申
し
込
み
）

申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
参
加
者

の
氏
名
と
電
話
番
号
、
託
児
希
望
の

方
は
子
ど
も
の
氏
名
、
年
齢
も
記

入
）
で
仙
台
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
事

高
額
療
養
費
の
支
給
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
で
は
、
個
人
ま
た
は
同
一
世

帯
の
方
が
同
じ
月
に
支
払
っ
た
一
部

負
担
金
の
額
（
70
歳
未
満
の
方
は
１

件
２
万
１
0
0
0
円
以
上
の
も
の
に

限
る
）
の
合
計
が
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
と
き
、
申
請
に
よ
り
超
過

額
を
払
い
戻
す
高
額
療
養
費
支
給
制

度
が
あ
り
ま
す
（
入
院
中
の
食
事
代

や
保
険
診
療
外
の
も
の
は
対
象
外
）。

該
当
す
る
世
帯
に
は
、
診
療
を
受
け

た
お
お
む
ね
３
カ
月
後
に
通
知
し
ま

す
。
申
請
に
は
医
療
機
関
の
領
収
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
原
則
と
し
て
診
療
を
受
け
た
翌
月

１
日
か
ら
２
年
で
時
効
に
な
り
ま
す

◦
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受

け
る
と
、
入
院
・
外
来
に
関
わ
ら
ず
、

医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
い
を
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
に
と
ど
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
区
役
所
・
宮

城
総
合
支
所
保
険
年
金
課
、
秋
保
総

合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ
ー

ジ
）

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

用

‖

1
０
０
０
円

②
飲
食
店
開
業
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

実
践
講
座

◦
日
時

‖

１
月
11
日
㈬
･
12
日
㈭

（
全
２
回
）
午
後
６
時
半
～
９
時
半

◦
内
容

‖

飲
食
店
開
業
の
具
体
的
な

計
画
を
作
成
し
、
参
加
者
同
士
で
意

見
交
換
を
行
い
ま
す
。
実
際
に
飲
食

店
を
経
営
す
る
起
業
家
も
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
し
て
参
加
し
ま
す　

◦
対
象

‖

平
成
29
年
末
ま
で
に
飲
食
店
（
カ

フ
ェ
含
む
）
の
開
業
の
具
体
的
な
計

画
が
あ
る
方
12
人
〔
先
着
〕　
◦
費

用

‖

2
千
円

③
起
業
・
創
業
な
ん
で
も
相
談
DデA

Yー◦
日
時‖

１
月
18
日
㈬
ア
午
後
１
時

～
２
時
イ
午
後
１
時
～
５
時　
◦
内

容‖

ア
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座
「
起
業

時
に
必
要
な
販
促
ツ
ー
ル
」
イ
窓
口

相
談
（
予
約
制
）　

◦
定
員

‖

ア
10

人
〔
先
着
〕

※
い
ず
れ
も
◦
会
場

‖

ア
エ
ル
７
階

申
①
②
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
の

へ
や
、
区
役
所
総
合
案
内
な
ど
で
配

布
す
る
チ
ラ
シ
に
添
付
の
申
込
書
で

12
月
６
日
午
前
９
時
か
ら
③
12
月
６

日
午
前
９
時
か
ら
電
話
ま
た
は
直
接

窓
口
へ
。
い
ず
れ
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.siip.city.sendai.

jp/

か
ら
も
申
し
込
め
ま
す　
申
・

問
仙
台
市
産
業
振
興
事
業
団
☎
724
・

１
２
１
２

業
事
務
局
☎
214
・
5
0
0
1
、
℻

214
・
8
6
1
0

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

検
査

日
時

会
場

定
員

検
査
結
果

エイズ即日検
査―国分町夜
間エイズ検査
1/13㈮・27㈮
17:00～19:00
宮城県歯科医
師会館（青葉区
国分町1-5-1）
30人〔先着〕

採血後約１時間ほどでお知ら
せします（判定保留の場合は、
後日お知らせします）

エイズ即日検
査―休日検査

1/21㈯
13:30～15:00

青葉区役所

30人〔先着〕

青葉夜間エイ
ズ・梅毒・クラ
ミジア検査
1/5㈭、2/2㈭
17:30～19:00

青葉区役所

20人〔先着〕

１週間後に直
接本人にお知
らせします

水
道
局
本
庁
舎
内
食
堂
の
事
業

者
を
募
集
し
ま
す

◦
事
業
内
容‖

水
道
局
本
庁
舎
内
の

食
堂
の
営
業　
◦
対
象‖

次
の
①
～

③
の
要
件
を
全
て
満
た
す
事
業
者
①

市
内
に
本
店
、
支
店
ま
た
は
営
業
所

が
あ
る
法
人
で
3
年
以
上
の
食
堂
の

営
業
実
績
が
あ
る
②
市
税・消
費
税・

地
方
消
費
税
・
水
道
料
金
を
滞
納
し

て
い
な
い
③
食
品
衛
生
法
、
そ
の
他

関
連
法
令
等
を
順
守
し
、
営
業
の
適

正
な
管
理
運
営
体
制
が
確
立
で
き
る

事
前
説
明
会

◦
日
時‖

12
月
14
日
㈬
午
後
3
時
～

◦
会
場‖

水
道
局
本
庁
舎
2
階　
◦

募
集
申
し
込
み
に
は
、
事
前
説
明
会

へ
の
参
加
が
必
要
で
す

申
水
道
局
総
務
課
で
配
布
す
る
申
込

書
で
12
月
13
日
ま
で
に　
問
水
道
局

総
務
課
☎
304
・
0
0
0
8


